
山柔協第３０―３３１号 

平成３０(2018)年５月２６日 

 

各市柔道協会等団体の長 様 

各チームの長 様 

 

                                       一般社団法人山口県柔道協会事務局長 

                                        

                                

「65歳を超えた審判員」の公認審判員賠償責任保険の平成 30年度における加入について 

 

当協会の事業につきましては、平素から格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、｢全柔連公認審判員賠償責任保険｣による 65 歳を超えた審判員の審判活動に関

する保険制度について、下記のとおりお知らせしますので、周知等についてよろしくお

願いします。 

 

記 

 

１ ｢全柔連公認審判員賠償責任保険｣とは、全柔連の公認審判員（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃの各

ライセンス）が行う“審判行為に起因して…法律上の損害賠償責任を負担すること

より被る損害に対して保険金を支払うことを目的”とします。 

  （１）特別措置は以下のとおりです。 

    「現行の公認審判員賠償責任保険制度においては、公認審判員のみが保険の加

入対象となっているが、従来、公認審判員であった者が、６５歳を超えて審

判活動を行う場合でも、当該保険に加入することができることとする」 

 （２）①年齢制限 ②審判員としての適正 ③審判員の名簿 ④審判活動の限定  

⑤ライセンスのエンブレムなどの条件は、別添のとおりです。 

 （３）平成 29年度の当該・保険料は 1 人２１０円（24 年度まで２５０円）です。 

  （４）保険加入の手続きは、都道府県柔道協会が一括して行うこととされていますの

で、各チーム等でとりまとめ平成３０年６月２０日までに当協会事務局に、添

付の申込書により申し込んでください。（メールでお願いします。） 

（５）保険料の納入については、申込み責任者の方に個別に御連絡します。 

 

２ 申込み・問合せ先 

一般社団法人山口県柔道協会 

〒 ７５３－０８７１ 山口市浅田引地５８１－２ 

電話・ＦＡＸ ０８３－９２４－９５１０ 

Ｅ-mail  yjk@c-able.ne.jp 
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